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※インターフェロン治療に対する医療費助成制度とは？ 
国と都道府県では、肝炎の有力な治療法であるインターフェロン治療について、あなたの負担額を軽減する
助成を行っています。 
助成対象となるのはB型又はC型肝炎のインターフェロン治療です。 
あなたの世帯の所得に応じて、月当たりの医療費を軽減します。 
詳しくはお近くの保健所にお問い合わせください。 

【肝炎対策関連予算（厚生労働省分）】　21年　205億円（20年度  207億円） 
【施策の方向性】 
●　肝がんへの進行予防、肝炎治療の効果的促進のため、経済的負担軽減を図る。 
●　査・治療・普及・研究をより一層総合的に推進する。 
●　検査未受診者の解消、肝炎医療の均てん化、正しい知識の普及啓発等を着実に実施していく。 

○　インターフェロン治療に関する医療費の助成の創設 
　・Ｂ型及びＣ型肝炎患者であって、インターフェロン治療を必要とする全ての肝炎患者がその治療を受
けられるよう、医療費を助成。 

○　保健所における肝炎ウイルス検査の受診勧奨と検査体制の整備　　　16億円 
　・検査未受診者の解消を図るため、医療機関委託など利便性に配慮した検査体制を整備。 
○　市町村及び保険者等における肝炎ウイルス検査等の実施　　　35億円 

○　肝疾患の新たな治療方法の研究開発 
　・多様な患者病態に合わせた抗ウイルス治療の適応検討やその副作用対策の研究などの臨床研究を推進。 
○　肝疾患の治療等に関する開発・薬事承認・保険適用等の推進 
　・治療薬等の研究開発の状況に応じて、速やかな薬事承認・保険適用の推進。 

※　検査を受けるには？ 
【どんな検査？】 
　肝炎ウイルスに感染しているかどうかは、採血検査で判断します。 
　短時間で済み、また、数週間で検査結果をお知らせできます。 
※感染後は3ヵ月ほどたたないと、陽性にならないことがあります。 
 
【どこで受けられるのか？】 
　検査を受診する機会は、以下のようなものがあります。 
　・お住まいの市町村での健診、お住まいの都道府県等の保健所での肝炎ウイルス検査 
※実施日程や費用などは、それぞれの実施主体によって異なりますので、別途お問い合わせください。 

○　教育、職場、地域あらゆる方面への正しい知識の普及 

○　診療体制の整備の拡充 
　・都道府県において、中核医療施設として「肝疾患診療連携拠点病院」を整備し、患者、キャリア等
からの相談等に対応する体制（相談センター）を整備するとともに、国においてもこれら拠点病院を
支援する「肝炎中核医療機関（仮称）」を設置。 

○　肝硬変・肝がん患者に対する心身両面のケア、医師に対する研修の実施 

1．インターフェロン療法の促進のための環境整備　　129億円（129億円） 

2．肝炎ウイルス検査の促進　　46億円（51億円） 

5．研究の推進　　19億円（16億円） 

4．国民に対する正しい知識の普及と理解　　3億円（3億円） 

3．健康管理の推進と安全・安心の肝炎治療の推進、肝硬変・肝がん患者への対応　9億円（7億円） 


